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動
力
革
命
下
に
お
け
る
水
車
動
力

東
京
府

・
京
都
府
の
場
合

関

西

大

学

末

尾

至

行

一

前

言

工
業
生
産
の
場
で
の
動
力
革
命
が
進
行
し
て
行
く
中
で
、
自
然
力
に
依
存
す
る
水
車

動
力
は
次
第
に
衰
退
し
て
行
く
存
在

で
あ

っ
た
。
例
え
ば
わ
が
国
の
工
業
動
力
発
展
史

の
上
で
、
水
車
が
主
役
を
演
じ
た
時
代
は
せ
い
ぜ
い
明
治

一
〇
年
代
ど
ま
り
で
あ
り
、

そ
の
後
は
蒸
気
機
関

・
石
油
発
動
機

・
電
動
機
な
ど
の
近
代
的
動
力
機
関
が
、
徐
々
に

水
車
の
地
位
に
置
き
か
わ

っ
て
行

っ
た
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。

確
か
に
わ
が
国
の
工
業
の
原
動
力
構
成
の
面
か
ら
す
れ
ば
、
明
治
二
〇
年
代
か
ら
は

水
車
に
か
わ

っ
て
蒸
気
機
関
の
卓
越
時
代
が
始
ま
り
、
さ
ら
に
明
治

・
大
正
の
交
か
ら

は
電
力
の
卓
越
時
代

へ
と
移
行
し
、
そ
の
間
に
あ

っ
て
水
車
の
役
割
は
縮
小
す
る

一
方

で
あ

っ
た
と
い
い
う
る
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
認
定
は
、
工
業
発
展
に
応
じ
て
近
代

工
場
が
増
加
し
て
行
く
中
で
の
相
対
的
役
割
に
基
づ
い
た
帰
結
で
あ
り
、
ま
た
多
く
の

場
合
が
零
細
規
模
の
工
場
を
含
ま
な
い
デ
ー
タ
に
頼

っ
た
上
で
の
帰
結
で
あ
る
点
は
注

意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
筆
者
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
旧
来
の
水
車
動
力
は
、
動
力
革
命
の
進
行
の

中
に
あ

っ
て
も
、
主
と
し
て
零
細
工
場
や
穀
物
加
工
用
の
原
動
力
と
し
て
根
強
く
生
き

残

っ
た
存
在
で
あ

っ
た
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
動
力
近
代
化
の
潮
流
の
中
で
、
引
き
続

い
て
評
価
さ
れ
新
規
に
採
用
さ
れ
る
傾
向
の
強
か

っ
た
事
実
も
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
水
車
動
力
の
役
割
を
過
大
評
価
す
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
し
か
し
正
し

い
再
評
価
は
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

右
の
よ
う
な
筆
者
の
主
張
は
、
東
京
都
公
文
書
館
お
よ
び
京
都
府
立
総
合
資
料
館
に

保
存
さ
れ
て
い
る
、
大
量
の
水
車
関
係
行
政
文
書
の
整
理

・
分
析
を
通
じ
て
導
き
出
さ

れ
た
結
論
で
あ
る
。
以
下
、
東
京
府
お
よ
び
京
都
府
に
関
し
て
得
ら
れ
た
資
料
の
分
析

結
果
を
、
標
題
に
即
し
て
具
体
的
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

二

東
京
府
の
場
合

東
京
都
公
文
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
水
車
関
係
文
書
は
、
水
車
の
新
設

・
廃
止

・

器
械
変
更

・
売
買
な
ど
に
関
し
て
土
木
課
に
届
出
ら
れ
た
届
出
書
類
で
あ
る
。
年
次
は

明
治

一
九
年
以
降
大
正

一
二
年
ま
で
の
実
に
三
八
力
年
に
及
ぶ

(う
ち
明
治
二
六
年
、
大

正
三
、
八
、

一
〇
年
の
四
力
年
分
は
不
幸
に
し
て
書
類
綴
を
欠
く
。)
。
た
だ
し
、

三
多
摩
地
方

が
神
奈
川
県
か
ら
東
京
府
に
移
管
さ
れ
た
の
は
明
治
二
六
年
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以

前
の
資
料
は
三
多
摩
地
方
分
を
欠
き
旧
東
京
府
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
。
な
お
旧
神
奈
川

県
時
代
に
遡

っ
て
の
三
多
摩
地
方
の
デ
ー
タ
は
入
手
し
え
な
い
状
況
に
あ
る
。

(
一
)

明
治

一
〇
年
代
中
期
の
水
車
動
力

水
車
動
力
の
役
割
が
ど
の
よ
う
に
推
移
す
る
か
を
論
ず
る
に
先
立

っ
て
、
資
料
的
に

知
り
う
る
原
初
段
階
が
如
何
よ
う
で
あ

っ
た
か
を
ま
ず
静
的
に
押
さ
え
て
お
く
必
要
が

あ
ろ
う
。
そ
の
際
資
料
と
し
て
用
い
う
る
の
は
、
水
車
架
設
の
許
可
が
五
力
年
の
有
限

許
可
で
あ

っ
た
た
め
に
水
車
業
者
が

五
年
ご
と
に
提
出
し
て
い
た
継
年
期
願
書
で
あ

る
。
た
と
え
ば
明
治

一
九
年
度
の
書
類
綴
の
中
に
は
、
五
年
前
の
明
治

一
四
年
以
来
存

在
し
て
い
た
水
車
の
継
年
期
願
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
故

明
治

一
九
～
二
三
年
の
五
年
度
分
の
継
年
期
願
書
を
す
べ
て
抽
出
す
れ
ば
、
明
治

一
四

一21一



～

一
八
年
当
時
、
す
な
わ
ち
ほ
ぼ
明
治

一
〇
年
代
中
期
に
存
在
し
て
い
た
水
車
の
す

べ

て
が
判
明
す
る
わ
け
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
作
業

の
結
果
明
ら
か
に
な
る
事
実
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
当
時

の
東
京
府
に
は
計

一
四
九
の
水
車
が
存
在
し

て
い
た
。
市
郡
別
に
は
東
京
市

一
七
、
荏

原
郡
六
六
、
南
豊
嶋
郡
三
七
、
北
豊
嶋
郡
二
九
で
あ
り
、
村
別
に
み
れ
ば
渋
谷

・
目
黒

・
大
崎

・
千
駄
ケ
谷
な
ど
、
当
時
の
東
京
市

の
西
南
郊
の
村

々
に
か
な
り
の
水
車
集
積

現
象
が
認
め
ら
れ
る
。
地
形
的
に
は
水
車
分
布
は
、
東
京
府
の
西
半
を
占
め
る
武
蔵
野

台
地
縁
辺
か
ら
台
地
上
、
お
よ
び
台
地
内
の
侵
蝕
谷
に
か
け
て
み
ら
れ
、
東
半
に
あ
た

る
東
京
市
下
町
お
よ
び
南
足
立

・
南
葛
飾
両
郡
の
位
置
す
る
低
地
部
に
は
水
車
は
皆
無

で
あ
る
。
水
系
別
に
は
三
田
用
水
、
玉
川
上
水
、
石
神
井
川
、
目
黒
川
、
神
田
上
水
、

千
川
用
水
な
ど
が
、
特
に
水
車
を
多
数
養

っ
て
い
た
水
路
で
あ

っ
た
。

つ
い
で
水
車
の
用
途
内
訳
は

一
四
九
の
う
ち

一
〇
六
ま
で
が
米
搗
水
車
で
あ
る
。
さ

ら
に
他
の
目
途
を
兼
ね
て
い
た
米
揺
水
車
を

こ
れ
に
含
あ
る
と
計

一
四
三
と
な
り
、
水

車
総
数
の
九
六
%
ま
で
が
府
民
の
飯
米
調
製

の
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
と
判
明
す
る
。

そ
の
他
製
粉

・
麦
挽
割
な
ど
の
穀
物
加
工
用

に
あ
て
ら
れ
て
い
た
水
車
も
多
く
、
そ
の

数
は
三
四
を
数
え
る
。
こ
れ
ら
以
外
の
水
車
と
し
て
は
製
薬
、
製
紙
、
煙
草
刻
な
ど
の

雑
工
業
用
が
若
干
あ
り
、

さ
ら
に

近
代
紡
績
業
の
始
祖
の

一
つ
で
あ
る
鹿
島
紡
績
所

(北
豊
嶋
郡
滝
野
川
村
所
在
)
の
紡
績
用
水
車
も

一
四
九
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。

(
二
)
明
治

・
大
正
期
を
通
じ
て
の
水
車

の
増
減
傾
向

上
記
の
よ
う
な
状
況
を
当
初
の
様
相
と
し

て
、
以
後
明
治

一
九
年
か
ら
大
正

一
二
年

に
至
る
間
の
水
車
の
増
減
傾
向
は
、
水
車
新

設

・
廃
業
の
届
出
書
類
に
よ

っ
て
追
跡
し

う
る
。
ま
ず
、
水
車
新
設
の
状
況
推
移
を
旧
東
京
府

・
三
多
摩
地
方
別
に
も
こ
れ
を
分

け
て
示
せ
ば

《表
-
》
の
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
ま
ず
明
ら
か
と
な
る
の
は
1

三
多
摩
地
方
合
併
後
の
数
字
で
み
た

場
合
i

明
治
二
〇
年
代
後
期
よ
り
も
む
し
ろ
明
治
三
〇
年
代
中
期
、
さ
ら
に
は
明
治

四
〇
年
代
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
の
時
期

に
、
水
車
新
設
が
著
し
く
進
捗
し
た
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
特
に
明
治
三
四
、
三
五
年
に
は
年
間
五
〇
台
前
後
の
水
車
が
新
設
さ

れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
勢
い
は
ま
さ
に
注
目

に
値
す
る
。
動
力
革
命
が
進
行
し
て
行
く

年 次 別 の 水 車 新 設 状 況表1

計

三

多

摩

旧
東
京
府

年

次

計

三

多

摩

旧
東
京
府

年

次

計

三

多

摩

旧
東
京
府

年

次

*は 書類綴 を欠 く年次

 

過
程
の
中

で
、
旧
来
の
動
力
機
で
あ
る
水
車
に
対
し
て
も
依
然
と
し
て
根
強
い
需
要
が

あ
り
、
新
た
な
採
用
が
絶
え
ず
促
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
勿
論
、

動
力
機
近
代
化
の
波
は

押
し
寄
せ
つ
つ
あ

っ
た
。

《表
-
》
の
旧
東

京
府
の
数
字
を
吟
味
す
れ
ば
、
旧
東
京
府
に
お
い
て
は
水
車
の
新
設
件
数
は
時
代
と
と

も
に
漸
減
傾
向
に
あ

っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
新
設
数
は
明
治

一
九
年
～

三
〇
年
の

一
二
力
年

で
は
年
平
均
六

・
四
台
を
数
え
る
が
、
次
の
三

一
年
～
四
〇
年
の



一
〇
力
年

で
は
こ
れ
は
二

・
一
台
に
低
落
し
、
四

一
年
～
四
五
年
の
五
力
年
で
は
さ
ら

に

一
・
○
台
に
減
少
し
、
大
正
年
間
に
入
る
と
と
も
に
つ
い
に
新
設
件
数
は
皆
無
と
な

る
。
工
業
技
術
面
で
の
近
代
化
が
よ
り
先
進
的

で
あ

っ
た
と
み
な
さ
れ
る
旧
東
京
府
に

お
い
て
は
、
加
工
動
力
と
し
て
の
水
車
の
役
割
評
価
も
漸
次
減
退
し
て
い
っ
た
と
認
め

ざ
る
を
え
な
い
。
な
お
こ
の
間
に
お
け
る
旧
東
京
府
で
の
水
車
新
設
の
目
的
は
、
穀
物

加
工
用
が
大
半
を
占
め
る
が
、
繊
維
関
係
も
若
干
あ
り
、
さ
ら
に
は
鍛
冶

(明
二
四
、
渋

谷
)
、
レ
ン
ズ
磨
(明
三
六
、
板
橋
)
等
の
例
も
み
ら
れ
た
。

結
局
は
東
京
府
に
お
い
て
、
明
治
三
〇
年

代
中
期
お
よ
び
明
治
四
〇
年
代
か
ら
大
正

初
期
に
か
け
て
爆
発
的
な
水
車
の
誕
生
を
も
た
ら
し
た
原
因
は
、
旧
東
京
府
で
は
な
く

三
多
摩
地
方
に
あ

っ
た
。
近
代
化
の
波

の
及
び
に
く
い
遠
隔
地
に
お
い
て
は
、
水
車
は

近
代
的
動
力
機
に
伍
し
て
、
依
然
と
し
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

な
お
三
多
摩
地
方
の
水
車
新
設
の
目
的
は
、
初
期
に
お
い
て
は
穀
物
加
工
用
を
主
と
す

る
が
、
後
期
に
お
い
て
は
南
多
摩
郡
の
繊
維

工
業
用

(紡
績
、
撚
糸
、
生
糸
揚
返
等
)
お
よ

び
、
西
多
摩
郡
の
製
材
業
用
な
ど
が
増
加
す

る
傾
向
に
あ

っ
た
。
な
お
ち
な
み
に
明
治

二
七
年
～
大
正

一
二
年
の

三
〇
力
年
で
水
車
新
設
累
積
数
の
多
か
っ
た
町
村
と
し
て

は
、
南
多
摩
郡
小
宮
村
(四
一
)
、
浅
川
村
(三
八
)、
八
王
子
町
(三
〇
)、

西
多
摩
郡
小
宮

村
(二
八
)、
成
木
村
(二
二
)
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

一
方
、
三
八
力
年
で
総
計

一
八
五
を
数
え
る
水
車
廃
業
の
年
次
別
件
数
は
、
明
治
二

七
年
、
大
正
七
年
に
は
二
〇
台
前
後
に
達
し
、
ま
た
多
く
の
年
次
で
ほ
と
ん
ど
皆
無
で

あ
る
な
ど
、
い
さ
さ
か
不
揃
い
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
傾
向
は
、
水
車
を
廃
業

へ
と

追
い
込
む
そ
の
都
度
の
要
因
-

水
害
に
よ
る
流
失
、
失
火
に
よ
る
焼
失
、
電
動
機

へ

の
切
替
え
等
1

に
よ

っ
て
促
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
廃
業
届
が
や
や
も
す

れ
ば
等
閑
視
さ
れ
る
慣
習
が
あ

っ
て
そ
れ
が
上
記
の
帰
結
を
生
み
出
し
た
と
推
測
さ
れ

な
い
こ
と
も
な
い
。

し
か
し

一
応
、
集
計
さ
れ
た
数
字
を
基
に
し
て
い
え
ば
、
廃
業
総
数
の
内
訳
は
旧
東

京
府
は
五
〇
、
三
多
摩
地
方
は

=
二
五
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
旧
東
京
府
に
お
い
て
は
、

先
述
の
新
設
総
数
八
八
に
対
し
て
、
そ
の
約
六
○
%
に
相
当
す
る
数
の
水
車
が
こ
の
期

間
に
逆
に
姿
を
消
し
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た

こ
れ
を
年
次
的
に
み
れ
ば
、
大
正
期
と
と

も
に
廃
業
件
数
が
新
設
件
数
を
凌
ぐ
傾
向
が
生
じ
て
お
り
、
水
車
の
役
割
の
減
退
が
物

語
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
三
多
摩
地
方
の
廃
業
総
数
は
、
流
失
等
の
自
然
災
害
に
よ
る

事
例
も
多
く
、
旧
東
京
府
の
そ
れ
を
は
る
か
に
上
廻
っ
て
い
る
。
し
か
し
同
期
間
の
新

設
総
数
四
五
七
に
対
し
て
は
廃
業
総
数
は
約
三
〇
%
に
す
ぎ
ず
、
旧
東
京
府
に
比
較
し

て
廃
業
の
テ
ン
ポ
は
緩
慢

で
あ

っ
た
と
み
な
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
年
次
別
に
み
て
も
、

廃
業
件
数
が
新
設
件
数
を
上
廻
る
年
次
は
、
お
お
む
ね
明
治
二
七
年
と
大
正
七
年
に
限

ら
れ
て
い
る
。

(
三
)
明
治

・
大
正
期
に
お
け
る
水
車

の
用
途
変
更

水
車
の
新
設

・
廃
業
の
推
移
状
況
と
並
ん
で
見
過
す
こ
と
の
で
き
な
い
現
象
は
、
米

搗
用
か
ら
紡
績
用

へ
な
ど
と
い
っ
た
水
車
の
用
途
変
更
で
あ
る
。
届
出
書
類
か
ら
の
集

計
に
よ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
事
例
は
三
八
力
年

に
わ
た
っ
て
計

一
七
三
件
に
達
す
る

が
、
そ
の
時
期
的
傾
向
は
水
車
新
設
の
推
移
状
況
に
似
て
、
明
治
三
〇
年
代
中
期
や
明

治
四
〇
年
代
に
若
干
の
高
ま
り
が
あ

っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。
水
車
新
設
が
強
く
促
さ
れ

る
時
期
は
、
同
時
に
水
車
の
転
用
が
強
く
考
慮
さ
れ
た
時
期

で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

旧
東
京
府
に
限
ら
れ
た
数
字
で
は
あ
る
が
、
同
じ
く
明
治
二
〇
年
代
初
期
も
用
途
変
更

の
動
き
が
盛
ん
で
あ

っ
た
。

な
お
、
用
途
変
更
件
数
の
推
移
を
旧
東
京
府

・
三
多
摩
地
方
別
に
み
れ
ば
、
旧
東
京

府
で
は
ほ
ぼ
明
治
年
間
で
も

っ
て
終
了
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
三
多
摩
地
方
で
は
大

正
前
期
に
入

っ
て
も
こ
の
現
象
は
継
続
し
て
い
る
。
ま
た
用
途
変
更
の
内
容
を
、
④
穀

物
加
工
の
範
囲
内
で
の
変
更
(例
え
ば
米
搗
↓
製
粉
)、
⑧
穀
物
加
工
用
か
ら
そ
れ
以
外
の

用
途

へ
の
変
更
(例
え
ば
麦
挽
割
↓
紡
績
)、
お
よ
び
◎
そ
の
逆

(例
え
ば
製
薬
↓
米
搗
)
な
ど

に
区
分
し
て
集
計
す
れ
ば
、
《表
2
》
の
通
り
、
三
多
摩
地
方
に
お
い
て
は
④
型
の
変
更

が
過
半
を
占
め
て
卓
越
す
る
の
に
対
し
て
、
旧
東
京
府
で
は
、
穀
物
加
工
か
ら

一
段
と

工
業
的
な
用
途

へ
と
い
う
③
型
の
変
更
が
、
約
四
〇
%
を
占
め
て
最
も
多
い
と
い
う
事

実
が
知
ら
れ
る
。

(
四
)
水
車
動
力
を
め
ぐ
る
動
態
の
地
域
的
投
影

水
車
動
力
を
め
ぐ

っ
て
み
ら
れ
た
以
上
の
よ
う
な
動
態
が
、
地
域
的
に
ど
の
よ
う
に

投
影
さ
れ
て
い
た
か
を
、
明
治
二
九
年
、
三
五
年
、
大
正
五
年
の
三
年
次
分
を
取
上
げ
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用途変更の類型一実数 と(%)一表2

⑪他のタイプ
◎そ の 他
→穀物加工

⑧穀物加工
→そ の 他

④穀物加工
→穀物加工総 数

7(7.6)

5(6.1)

20(22.0)

10(12.2)

36(39.6)

21(25.6)

28(30.8)

46(56.1)

91(100.0)

82(100.0)

旧東京府

三 多 摩

 

村

(
米
搗↓
綿
打
、
米
搗
↓
工
毛
)
な
ど
の
例
の
よ
う
に
、

転
用
で
あ

っ
た
。

明
治
三
五
年
は
新
設
四
九
、
廃
業
九
、
用
途
変
更

一
〇
を
数
え
る
。
先
に
も
触
れ
た

通
り
明
治
三
四
、
三
五
年
は
水
車
新
設
の
高
潮
期
に
あ
り
、
こ
の
年
の
新
設
台
数
は
前

年
の
五
三
台
に
次
ぐ
も
の
で
あ

っ
た
。
た
だ
し
旧
東
京
府
に
お
け
る
新
設
は
荏
原
郡
玉

川
村
の
米
椙

・
製
粉
兼
用
の

一
台
を
み
る
の
み
で
、
他
は
す
べ
て
三
多
摩
地
方
と
り
わ

け
南
多
摩

・
西
多
摩
両
郡
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
で
も
特
に
多
数
の
水
車

の
誕
生

て
次
に
述

べ
て
み
よ
う
。

ま
ず
明
治

二
九
年
に
お
い
て
は
新
設
二

一
、廃
業
五
、

用
途
変
更

一
〇
の
動
き
が
あ

っ
た
。
ま
ず
新
設
で
は
米

掲
水
車
が

一
一
台
を
占
め
、
さ
ら
に
米
搗
兼
用
の
三
台

を
加
え
る
と
新
設
総
数
の
三
分
の
二
に
達
し
、
こ
の
面

で
の
水
車
需
要
の
盛
ん
な
状
況
が
物
語
ら
れ
て
い
る
。

ほ
か
に
南
多
摩
郡
八
王
子
町
、
恩
方
村
、
町
田
村
に
は

紡
績
水
車
、
同
じ
く
稲
城
村
で
は
製
糸
水
車
が
、
そ
れ

ぞ
れ

一
台
つ

つ
新
設
さ
れ
た
。
ま
た
同
じ
く
浅
川
村
に

は
特
異
な
例
と
し
て
、
東
京
府
下
で
最
初
の
水
力
電
気

会
社
で
あ
る

「
八
王
子
電
灯
」
の
発
電
用
水
車
が
誕
生

し
て
い
る
。
な
お
水
車
新
設
は
三
多
摩
地
方
だ
け
で
は

な
く
、
荏
原
郡
目
黒
村

(
米
搗三
)
、大
崎
村

(米
鳩

一
、
製

紐
一
)
、
北
豊
嶋
郡
大
泉
村

(
米
搗
・
撚
糸
兼

一
)
な
ど
旧

東
京
府
で
も
計
七
数
え
ら
れ
、
い
わ
ば
水
車
新
設
は
府

下
全
域
で
進
行
し
て
い
た
と
い
い
う
る
。
つ
い
で
廃
業

水
車
は
三
多
摩
地
方
三
、
旧
東
京
府
二
で
あ

っ
た
。

用
途
変
更
は

一
〇
の
う
ち
八
ま
で
が
旧
東
京
府
の
範

囲
内
で
生
じ
て
お
り
、
東
京
市
周
辺
で
の
水
車
転
用
の

活
発
な
動
き
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
事
例
の
ほ
と
ん
ど

は
、
東
京
市

小
石
川
区
(
米
搗↓
薬
種
揺
)、
豊
多
摩

(旧

南
豊
嶋
)
郡
千
駄
ケ
谷
村

(
米
搗↓
組
紐
)、
荏
原
郡
大
井

米
鳩
水
車
か
ら
そ
れ
以
外

へ
の

を
み
た
の
は

南
多
摩
郡
浅
川
村

(紡
績
撚
糸
九
、
米
搗・製
粉
兼

一
)、
元
八
王
子
村

(米
据

五
、
米
搗
・
紡
績
兼

一)
、
七
生
村
(
米
搗四
)、
西
多
摩
郡
三
ツ
里
村

(米
揺
二
、
米
搗
.
製

粉
兼
一
、
紡
績

一)
な
ど
で
あ
り
、
そ
の
他
西
多
摩
郡
桧
原
村
で
は
製
材
水
車
が
、
ま
た

北
多
摩
郡
砧
村

で
は
煙
草
刻
水
車
が
そ
れ
ぞ
れ
誕
生
し
て
い
る
。
次
に
廃
業
九
の
内
訳

は
三
多
摩
地
方
八
、
旧
東
京
府

一
で
あ
る
。

用
途
変
更

一
〇
件
は
特
定
の
地
域

へ
の
集
中
は
な
く
、
東
は
豊
多
摩
郡
渋
谷
村

(米

携
↓
綿
打
)
か
ら
北
は

北
豊
嶋
郡
大
泉
村

(
米
搗
・
撚
糸
兼
↓
米
搗
の
み
、
米
揺
.
製
糸
兼
↓

米
据
の
み
)、
西
は
南
多
摩
郡
元
八
王
子
村
(
米
搗↓
紡
績
〉
に
か
け
て
広
く

分
散
し
て
い

る
。
な
お
先
の
用
途
変
更
の
類
型
区
分
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
⑧
型
の
四
に
対
し
て
④
、

◎
型
は
と
も
に
三
で
あ
り
、
こ
の
三
者
は
ほ
と
ん
ど
伯
仲
す
る
。

最
後
に
大
正
五
年
に
は
、
新
設

=

、
廃
業

一
二
、
用
途
変
更

一
が
数
え
ら
れ
た
。

う
ち
新
設
は
最
早
三
多
摩
地
方
に

限
ら
れ
て
み
ら
れ
る

現
象
で
あ
り
、

穀
物
加
工
用

五
、
繊
維
関
係
六
の
水
車
の
誕
生
を
み
て
い
る
。
繊
維
関
係
水
車
は
い
ず
れ
も
南
多
摩

郡
に
属
す
る
小
宮
村
(繰
糸
二
)
、
七
生
村

(紡
績
一
、
生
糸
揚
返

一
)、
横
山
村

(紡
績
撚
糸

一
、
撚
糸
一
)
の
三
力
村
で
の
新
設
で
あ
る
。

一
方
、

一
二
を

数
え
た
廃
業
は
う
ち
七

ま
で
が
東
京
市
近
郊
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
米
搗
水
車
で
あ
り
、
豊

多
摩
郡
渋
谷
村
の
三
台
を
は
じ
め
千
駄
ケ
谷
村
、
落
合
村
、
荏
原
郡
大
崎
村
(製
粉
兼
)
、

玉
川
村
の
各

一
台
で
あ
る
。
三
多
摩
地
方
に
お
い
て
は
未
だ
水
車
が
新
設
さ
れ

つ
つ
あ

る
時
期
に
、
東
京
市
近
郊
に
お
い
て
は
廃
業
が
進
行
し
て
行
く
、
こ
れ
が
大
正
時
代
の

動
態
の

一
局
面
で
あ

っ
た
。
な
お
用
途
変
更
は
西
多
摩
郡
成
木
村
で

一
件
(板
貫
↓
セ
メ

ン
ト
揚
)
み
る
の
み
で
あ
る
。

三

京
都
府
の
場
合

京
都
府
立
総
合
資
料
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
水
車
関
係
資
料
は
、
東
京
都
公
文
書
館

の
そ
れ
に
比
べ
て
今

一
つ
的
確
な
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
資
料
と
な
り
う
る
関
係

書
類
の
届
出
が
明
治
四
〇
年

一
〇
月
の
京
都
府
告
示
に
よ

っ
て
よ
う
や
く
本
格
的
に
定

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
資
料
の
初
出
が
明
治
初
期

へ
と
は
遡
ら
ず
、
さ
ら
に
そ

の
届
出
の
対
象
が
水
車
用
堰
堤

・
水
路
で
あ
る
た
め
、
水
車
そ
の
も
の
の
説
明
に
欠
け

る
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
届
出
が
既
往
に
遡

っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
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た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
届
出
書
類
に
よ
っ
て
水
車
の
所
在
と
経
歴
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
あ
る
程
度
可
能

で
あ
る
。

(
一
)
水
車
の
創
設
期

水
車
堰
堤

・
水
路
に
関
す
る
届
出
書
類
は
、
明
治
四
〇
年
の
告
示
に
先
立

つ
明
治
三

八
年
頃
か
ら
の
届
出
に
始
ま

っ
て
、
末
期
は
断
続
的
な
が
ら
も
昭
和

一
〇
年
に
ま
で
至

水 車 の 創 設 期表5

昭3
～ 、 計

昭121

大7

～
昭2

明41

～

大6

明31

～

明40

明21

～

明30

明11
～

明20

明1
～

明10

次
不
詳

明
治
昼
削

区 ・郡

市

国

上 京

下 京

愛 宕

葛 野

乙 訓

紀 伊

宇 治

久 世

綴 喜

相 楽

南桑田

北桑田

船 井

何 鹿

天 田

加 佐

与 謝

中

竹 野

熊 野*

っ
て
い
る
が
、
届
出
ら
れ
た
水
車
堰
堤

・
水
路
数
す
な
わ
ち
水
車
数
は
計
七
四
二
に
達

す
る
。
そ
の
う
ち
、
告
示
に
促
さ
れ
て
な
さ
れ
た
追
認
申
請
届
の
中
に
は
水
車
の
創
設

年
次
を
記
さ
な
い
も
の
も
あ
り
、
そ
の
数
は
総
数
の
約
四
分
の

一
に
あ
た
る

一
七
四
台

に
の
ぼ
る
。
し
か
し
残
る
大
多
数
の
水
車
に
関
し
て
は
そ
の
創
設
年
次
が
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
れ
ら
を
明
治
以
前
分
は

一
括
し
、
ま
た
明
治
以
後
分
は

一
〇
力
年
刻
み
の
合
算

と
し
た
上
で
、
さ
ら
に
創
設
年
次
不
明
分
は
そ
の
起
源
が
遠
く
遡
る
た
め
の
不
詳
で
あ

計

1(%)
*熊 野郡が数字を欠 くのは郡役所が報告 を怠 ったたあ と思 われ る。

る
と
み
な
し
て
明
治
以
前
に
準
ず
る
扱
い
と
し
、
併
せ
て
区
郡
別
に
表
示

す
れ
ば

(表
3
》
の
よ
う
な
結
果
が
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
京
都
府
の
場
合
は
、
水
車
新
設
の
高
潮
期
は
む
し
ろ
明

治
四
〇
年
代
か
ら
大
正
期
に
あ

っ
た
と
み
ら
れ
、
こ
の
時
期

二
〇
力
年
の

水
車
創
設
率
は
総
数
の
四
三
%
強
に
も
達
し
て
い
る
。
さ
ら
に
若
干
の
内

訳
を
示
せ
ば
、
大
正
五
年
に
至

っ
て
急
に
増
加
し
府
下
で
二
七
台
を
数
え

た
水
車
新
設
は
大
正
六
、
七
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
四
八
台
と
な
り
、
さ
ら
に

大
正
八
、
九
年
に
も
そ
れ
ぞ
れ
三

一
台
の
誕
生
を
み
て
い
る
。
い
わ
ば
こ

の
数
年
間
が
、
京
都
府
に
お
い
て
水
車
新
設
が
最
高
潮
に
達
し
た
時
期
で

あ

っ
た
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
葛
野

・
宇
治

・
南
桑
田
な
ど
の
南
部
諸
郡
で
の
水
車
新
設
の
進
行
で
あ
り
、
加
え
て
丹

後
の
与
謝

・
中
両
郡
に
お
け
る
爆
発
的
な
水
車
の
誕
生
で
あ

っ
た
。

(
二
)
水
車
の
分
布
と
機
能

京

都

山

城

丹

波

丹

後

先
述
の
通
り
京
都
府
の
届
出
書
類
は
水
車
そ
の
も
の
の
説
明
が
詳
細
に

わ
た
ら
な
い
も
の
が
多
い
。
そ
れ
故
、
そ
の
用
途
が
明
ら
か
で
な
い
水
車

も
多
数
あ

っ
て
水
車
機
能
の
分
析
は
困
難
を
来
す
が
、
判
明
す
る
範
囲
内

で
は
米
搗
水
車
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
そ
の
数
は
二
五
八
に
達
す
る
。
区

郡
別
で
は
北
桑
田
(四
八
)、
相
楽

(三
六
)
、
葛
野

(三
二
)
、
宇
治
(三
〇
)、

愛
宕

(二
九
)
、
何
鹿

(二
四
)
が
上
位
に
位
し
、
中
で
も
北
桑
田
郡
で
は
総

数
の
八
〇
%
以
上
が
、
ま
た
葛
野

・
何
鹿
両
郡
で
も
同
じ
く
七
〇
%
以
上

が
米
据
水
車

に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
次

い
で

注
目
す
べ
き
存
在

は
、
丹
後
縮
緬
業
地
で
あ
る
与
謝

・
中

・
竹
野
郡
に
分
布
す
る
撚
糸
水
車



(計
七
二
)
で
あ

っ
た
。
区
郡
別
で
府
下
最
高

の
水
車
数
を
数
え
る
中
郡
に
つ
い
て
は
ほ

と
ん
ど
の
水
車
の
用
途
が
判
明
せ
ず
、
撚
糸
用
と
明
示
さ
れ
る
水
車
も
僅
か
に
五
台
に

す
ぎ
ぬ
が
、
与
謝
郡
で
は
総
数
の
実
に
四
分

の
三
に
相
当
す
る
六
四
の
水
車
が
撚
糸
に

用
い
ら
れ
て
い
る
。
大
正
中
期
の
丹
後
地
方

に
お
い
て
爆
発
的
な
誕
生
の
仕
方
を
し
た

水
車
は
、
こ
れ
ら
の
撚
糸
水
車
で
あ

っ
た
。

そ
の
他
、
京
都
府
下
に
お
い
て
特
徴
的
な
水
車
と
し
て
は
、
相
楽

・
綴
喜

・
宇
治
郡

の
製
茶
用
水
車
、
北
桑
田
郡
の
製
材
水
車
、
南
桑
田
郡
の
寒
天
製
造
用
水
車
、
愛
宕
郡

白
川
村

・
上
賀
茂
村
、
お
よ
び
綴
喜
郡
田
原
村
に
み
ら
れ
た
針
金

・
伸
銅
水
車
、
宇
治

郡
山
科
村
の
砥
粉
水
車
、
同
じ
く
宇
治
村
の
胡
粉
水
車
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

京
都
府
の
届
出
に
お
い
て
は
堰
堤

・
水
路
の
廃
止
届
が
不
徹
底
で
あ
る
た
め
、
水
車

廃
業
の
実
態
は
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
区
郡
別
の
み
な
ら
ず
町
村
別

の
水
車
分
布
の
状
況
も
、
創
設
さ
れ
た
水
車

の
累
積
数
で
し
か
示
し
え
な
い
が
、
府
下

を
通
じ
て
多
数
の
水
車
を
養

っ
て
い
た
の
は
、
例
え
ば
二
〇
台
以
上
に
限

っ
て
い
え
ば

次
の
村

々
で
あ

っ
た
。

宇
治
郡
山
科
村
(四
四
)
、
相
楽
郡
高
山
村

(三
一
)
、
中
郡
奥
大
野
村
(二
九
)
、
中
郡
長

善
村
(二
七
)、
中
郡
五
箇
村
(二
五
)
、
与
謝
郡
三
河
内
村
(二
五
)、
北
桑
田
郡
鶴
ケ
岡

村
(二
四
)
、
与
謝
郡
大
野
村
(二
〇
)
、
与
謝
郡
与
謝
村
(二
〇
)
。


